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小田急線鉄道施設変更工事合格処分差止請求事件における国側の主張の持つ意味 

 

１ 連続立体交差化事業の意義：「街路事業」としての連続立体交差化事業 

 

(1) 本件で問題とされている小田急線の地下化、補助５４号線の新設、区画街

路１０号線の新設及び駅前広場整備の各事業は、既設鉄道部分の連続立体交

差化と交差道路の整備・新設、既存線路敷の跡地利用による道路と駅前広場

の整備、さらにはその周辺の街並みの整備までが一体として施行される一つ

の大規模な再開発事業の、それぞれ一部分（パーツ）にほかならない。この

事実は、原告らのこれまでの主張によって明確になっている。 

しかるに、被告国は、未だにその事実を認めようとせず、小田急線の地下

化は、「鉄道事業」であり、補助５４号線の新設及び区画街路１０号線の新
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設は、「道路事業」、駅前広場整備はそれら以外の事業であって、それぞれ

が別々の事業だと強弁してきた。 

   すなわち、国は、本件の平成１９年１月２９日付準備書面(1)の１３頁第４

の１(2)、平成１９年１０月２９日付準備書面(4)の２頁第３の１、平成２０

年１２月１０日付準備書面(6）の３頁第１の１などで、小田急線の連続立体

交差化（本件区間では地下化）を内容とする事業を「鉄道事業」とする一方、

補助５４号線の新設と区画街路１０号線の設置を「道路事業」とし、意味の

異なる事業として区別したうえで、これらは「別個の事業」であると主張し

ていたのである。 

(2) ところが、小田急線の梅ヶ丘駅付近から喜多見駅付近までの区間（以下「経

堂区間」という。）の連続立体交差化に伴って実施された鉄道施設変更工事

（高架橋上における４線複々線鉄道施設の設置工事）について関東運輸局長

が行った完成検査による合格処分について、周辺住民らがその差止め及び取

消しを求めた小田急線鉄道施設変更工事合格処分差止請求控訴事件（東京高

裁平成２０年(行コ)第９７号事件。第１０民事部に係属中。）で、国側（同事

件被控訴人関東運輸局長）は、平成２１年１月３０日付の準備書面（甲１１

８。以下「別訴国側準備書面」という。）第８頁１８～２１行目で次のような

注目すべき主張をしている。 

 「在来線を連続立体交差化する本件高架化は、都市計画法上の都市計画（９

号線都市計画）に基づき、踏切を除却することによって、都市の交通と分断

された市街地の一体化を図ることを目的とした街路事業であり、街づくりの

観点から地方公共団体が施行すべき事業である」 

すなわち、鉄道在来線の「連続立体交差化」を、「都市の交通と分断され

た市街地の一体化を図ることを目的とした街路事業」だと明言するに至った

のである。 

(3) この主張は極めて重要である。これこそ、原告らの前記(1)の主張の妥当性
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を端的に裏付けているということができる。国は、本件と別の事件について

ではあるが、鉄道の在来線を高架化することについて、それが単なる「鉄道

事業」だという従前の主張を転換し、鉄道と交差する道路や側道等の整備・

新設と同義の「街路事業」だということを認めたばかりか、「都市の交通と分

断された市街地の一体化」を目的とすると言うことによって、駅前広場や周

辺の街並みの一体的整備までをも包含する巨大な再開発事業を意味すること

を、訴訟手続の中で明確に認めるに至ったのである。 

したがって、本件に関して言えば、小田急線の連続立体交差化（地下化）

と補助５４号線及び区画街路１０号線の設置事業はもとより、同時に実施さ

れる駅前広場の整備や周辺の街並整備も含めて、全体として一体をなす「事

業」にほかならないとの事実を、ここに争いのない事実として認めることが

できるのである。 

  

 ２ 建運協定等の法規範性：「行政組織間の内部規範」の意味 

      

なお、同準備書面は、「建運協定」の法規範性につき、建運協定等が、「法

律の委任に基づいて定められたものではない」との理由から、「行政組織間の

内部規範」であると主張するが（甲１１８第９頁２２行目～第１１頁１２行

目）、国側もそれが「規範」であることは承認しているのであり、一定の拘束

力を有するものであることは否定し得ないところである。 

    すなわち、建運協定等が法律の委任に基づいて定められたものでないとし

ても、「行政組織間の内部」における｢規範」として定められたものであると

いう以上は、関係行政機関は、その「規範」に拘束されるのであり、行政処

分を行う場合、当該「規範」に準拠することが求められ、処分がなされよう

とする場合、または処分がなされた場合、それが司法審査に付されるときは、

当該「規範」に従ったものか、違反したものかは、当該処分の当否につき判
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断する基準となるのであって、その規範性は、行政機関の「内部」にのみ留

まるものではない。 

    この点については、後にあらためて詳論する。 
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